
船舶事故調査報告書 

令和６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 作業員負傷 

発生日時 令和４年９月２７日 １３時２５分ごろ 

発生場所 鹿児島県西之表市西之表港西方沖 

 西之表港沖防波堤北灯台から真方位２８９°３海里付近 

（概位 北緯３０°４５.６′ 東経１３０°５５.６′） 

事故の概要 引船挑
ちょう

洋
よう

丸は、海底調査作業中、滑車が作業員の頭部に落下し、

作業員が負傷した。 

事故調査の経過 令和５年１月３０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 挑洋丸、２６８トン 

 １３３５６８、D-Energy Network(株)（船舶所有者）、洞海マリン

システムズ(株)（運航管理者）（Ａ社） 

乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

作業長 

負傷者 軽傷 １人（作業員Ａ） 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

事故の経過  本船は、船長ほか７人が乗り組み、海底地質調査会社の作業長ほか

作業員４人を乗せ、西之表港西方沖で漂泊しながら、海底表層の堆積

物の試料を採取する作業に従事していた。 

 本作業は、作業長の指揮の下、船尾から柱状採泥器（以下「採泥

器」という。）を投入し、採泥器本体の自重により海底に突き刺すこ

とによって、採泥器本体内に海底の堆積物を取り込ませた後、甲板上

に揚収するものであった。 

甲板上で、採泥器を投入する位置まで移動させる際は、採泥器に取

り付けた２本のワイヤのうち、一方のワイヤを船尾端に設置されたＡ

フレームクレーンを介してメインウインチに、もう一方のワイヤをベ

ビーウインチに巻き、採泥器の振れ回りを抑えるため、双方のワイヤ

を前後に張り合わせ、メインウインチの巻取りに合わせてベビーウイ

ンチに巻いたワイヤを繰り出していた。 

メインウインチに繋
つな

がるワイヤは、Ａフレームクレーンに取り付け

た滑車（以下「本件滑車」という。）に吊
つ

ったローラーシャックル

（以下「本件シャックル」という。）を通していた。 

（図１、図２ 参照） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 作業状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件滑車及び本件シャックルの状況 

 

本船は、作業の打合せを行った後、午前の作業を問題なく実施し、

昼食休憩後、メインウインチの操作員を交替して、午前と同様の作業

を開始した。 

作業長は、採泥器を船尾方向に移動させようとして、ベビーウイン

チのワイヤを徐々に繰り出しながらメインウインチのワイヤを巻き取

らせていたところ、ベビーウインチの繰出し速度よりもメインウイン

チのワイヤの巻取り速度が速くなり、メインウインチのワイヤに過度

な張力が掛かり始めたことに気付いた。 

作業長は、メインウインチの巻取り停止を指示したが間に合わず、

本件滑車のフックが伸びてＡフレームクレーンから落下し、本件

シャックルが採泥器の振れ回りを抑えるため採泥器の先端部を保持し

ていた作業員Ａの頭部に当たった。 

船長は、作業を中断させ、Ａ社に本事故発生を報告するとともに作

業員Ａの緊急搬送の手配を依頼し、西之表港に入港した。 
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作業員Ａは、待機していた救急車により病院に搬送され、頭部裂傷

と診断された。 

作業長は、午前の作業開始前には綿密な打合せを行って作業に臨ん

だが、昼休憩後の作業再開時に交替したメインウインチの操作員との

打合せが十分でなかったので、操作指示の伝達が円滑でなかったかも

しれないと本事故後に思った。 

分析 本船は、漂泊して海底調査作業中、二つのウインチを使用して前後

に張り合わせながら採泥器を船尾方向に移動する際、二つのウインチ

の巻取りと繰出しの速度に差が生じ、ワイヤに過度な張力が掛かった

ことから、作業長がウインチの巻取り停止を指示したものの間に合わ

ず、本件滑車のフックが伸びて落下し、本件シャックルが作業員Ａの

頭部に当たったものと考えられる。 

 作業長は、交替したメインウインチの操作員との打合せが十分でな

かったことから、作業長の指示がメインウインチの操作員に円滑に伝

わらず、巻取りと操出しの速度に差が生じ、ワイヤに過度な張力が掛

かったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が漂泊して海底調査作業中、二つのウインチを使用

して前後に張り合わせながら採泥器を船尾方向に移動する際、二つの

ウインチの巻取りと繰出しの速度に差が生じ、メインウインチに繋が

るワイヤに過度な張力が掛かったため、本件滑車のフックが伸びて落

下し、本件シャックルが作業員Ａの頭部に当たったことにより発生し

たものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・作業長は、作業開始前に、作業員との間で作業手順や操作指示の

要領について、十分な打合せを行うとともに、途中で作業員が交

替する場合には、作業再開前に交替後の作業員が打合せ内容を十

分に理解していることを確認すること。 

 


